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つつじが丘認定こども園 重要事項説明書 

 教育・保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおり

です。 

１ 事業者の運営主体 

事 業 者 の 名 称 学校法人永嶋学院 

事 業 者 の 所 在 地 上尾市上野１０５３番地１ 

事業者の電話番号・ＦＡＸ 
電 話 ０４８－７２５－２６２２ 

ＦＡＸ ０４８－７２５－２９１２ 

代 表 者 氏 名 理事長 永嶋 正史 

定款の目的に定めた事業 公益を目的とする事業 

２ 施設の概要 

種 別 幼保連携型認定こども園 

名 称 つつじが丘認定こども園 

所 在 地 上尾市上野１０５３番地１ 

電 話 番 号 ・ Ｆ Ａ Ｘ 
電 話 ０４８－７２５－２６２２ 

ＦＡＸ ０４８－７２５－２９１２ 

開 設 年 月 日 昭和 42年 4月 12 日 

利 用 定 員 （ 年 齢 別 ） 

 ０歳

児 

１歳

児 

２歳

児 

３歳

児 

４歳

児 

５歳

児 

1号 

定員 
－ － － ４８人 ４８人 ４８人 

2 号 

定員 
－ － － １２人 １２人 １２人 

3 号 

定員 
４人 ８人 １２人 － － － 

取 扱 う 保 育 事 業 一時保育、延長保育、子育て支援センター 
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３ 施設・設備の概要 

敷地面積 3,026.91 ㎡ 

園舎 鉄骨造 地上２階建て（延床面積 1,371.28 ㎡） 

園庭 1,443.96 ㎡ 

施設設備数 （つつじが丘認定こども園） 

乳児室(0,1 歳児)：１室  沐浴室：１室  調乳室：１室 

保育室(2~5 歳児)：8 室  園児トイレ：３個 

学童室：１室  子育て支援拠点：１室  授乳室：１室 

遊戯室：１室  医務室：１室  職員室：１室 

調理室：１室  倉庫：４個  誰でもトイレ：２個 

 

（つつじが丘ナーサリー） 

保育室：１室  沐浴室：１室  調乳室：１室 

 

設備の種類 冷暖房、床暖房、扇風機 

 

園舎平面図 

 
 

 

 

 

 

１F ２F 
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４ 施設の目的、運営方針 

目 的 

・乳幼児の保育および教育 

・職業生活と家庭生活の両立支援 

運 営 方 針 

・乳幼児の健やかな育ちを支援するとともに教育

を行います。 

・安心して出産・子育てができ、親と子がともに

健やかに暮らせる地域をつくります 

・子どもの人権が尊重され、のびのびと心豊かに

成長できる環境をつくります 

・新しい価値を創造し続け、子育てをしている全

ての家庭を支援します 

 

５ 職員の職種、及び職務内容 

職種 員数 職務内容 

園長 １ 

所属職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令などを

遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、利用児童を全体

的に把握し、園務全体をつかさどる。 

主幹保育教諭 
１ 

以上 

園児及び就学前子どもの保護者等に対する子育て支援活動等を行

うとともに、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並び

に園児の教育及び保育をつかさどり、教諭その他の職員に対し

て、教育指導の改善及び充実の為に必要な指導及び助言を行う。 

保育教諭 
１２ 

以上 

園児の教育及び保育について、その計画の立案、実施、記録及び

家庭連絡等の業務を行う。 

保育教諭 
１ 

以上 
子育て支援事業を専任に行う 

事務員 
１ 

以上 
庶務及び会計事務又は園の諸用務に従事する。 

学校医 １ 
当園における保健管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全

法施行規則第２２条に基づいて、技術及び指導に従事する。 

学校歯科医 １ 
当園における保健管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全

法施行規則第２３条に基づいて、技術及び指導に従事する。 

学校薬剤師 １ 
当園における保健管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全

法施行規則第２４条に基づいて、技術及び指導に従事する。 
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６ 教育・保育計画（年間） 

ク ラ ス 教育・保育計画 

０ 歳 児 

・衛生的で温かい環境のなかで健康に過ごせるようにするとともに情緒の安定を図る 

・それぞれの発達に合わせて離乳の完了へ導くとともに歩行の開始、発語への意欲を育む 

・聞く・見る・触れるなどの経験を通して感覚や手や指の発達を育む 

・愛情豊かな保育者の受容により、信頼関係の基礎を培う 

１ 歳 児 

・保健的で安全な環境を作り、一人ひとりの生理的欲求を満たし、生命の保持と情緒の安定を

図る 

・生活や遊びの中で言葉のやり取りや表現遊びをすることを楽しみ、他児にも関心が持てるよ

うにする 

・安心できる保育者との関係の中で、身の回りのことを自分でしようとする意欲を育てる 

・探索活動を通して聞く・見る・触れるなどの経験をし、興味や好奇心をはぐくむ 

２ 歳 児 

(満３歳児クラス) 

・自分の思いや欲求を言葉で表現しようとする気持ちを育む 

・模倣やごっこ遊びを通して友だちとの関係を広げる 

・基本的生活習慣を身につけ、自分の身の回りのことができる喜びを味わう 

・様々な活動を通して、集団生活においてのマナーやルールを知る 

３ 歳 児 

・食事・排泄・衣服の着脱などの基本的習慣が身に付き、ほぼ自立できるようになる。 

・生活に必要な言葉を知ったり、自分の要求や感じた事を自分なりの方法で表現したりする。 

・保育者や友だちに親しみを持ち友だちと触れ合いながら、安心して自分のしたい遊びに取り

組む。 

・遊びや活動を通してルールやマナーを知り、守ろうとする。 

４ 歳 児 

・生活へ主体的に関わろうとする 

・生活の中で自分を表現しようとする 

・生き物、食べものの大切さを知る 

・みんなで一つのことに取り組む喜びを知る 

５ 歳 児 

・生活に主体的に関る 

・生活の中で自分を表現する 

・生き物、食べものを大切にする 

・みんなで一つのことに一生懸命に取り組む 

・器楽の演奏や歌唱等、音楽活動や集団でのスポーツに取り組む 

 

７ クラス編成 

年齢 クラス名 

0歳児 太陽 

1歳児 花 

２歳児 

(満３歳児クラス) 
虹 

３歳児 月・星・光 

４歳児 空・海 

５歳児 夢・希望 

ナーサリー つつじ 
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８ 給食等について 

  提供内容 
保育園での摂取割合 

（一日の摂取カロリー） 朝おやつ 
給食 

おやつ 
主食 副食 

０歳児 〇 〇 〇 〇 

（1050kcal） 

50％ 

１歳児 〇 〇 〇 〇 

２歳児 〇 〇 〇 〇 

満３歳児 〇 〇 〇 × 

３歳児  〇 〇 △ 
（1400kcal） 

45％ 

４歳児  〇 〇 △ 

５歳児  〇 〇 △ 

※ △は2号と 15時以降の預かり保育時のみ 

 

 

９ 虐待の防止のための措置に関する事項 

１ つつじが丘認定こども園【学校法人永嶋学院】の設置者及び職員は児童福祉法第３

３条の１０各号に掲げる以下の行為、その他児童の心身に有害な影響を与える行為は一

切行いません。 

  ・ 入園児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。  

  ・ 入園児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。  

  ・ 入園児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、

保育施設職員としての保育業務を怠ること。  

  ・ 入園児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的

外傷を与える言動を行うこと。  

 

２ 児童虐待の防止等に関する法律第５条、第６条に基づき児童虐待の早期発見に努

め、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに関係機関に通告

します。 

 

３ 児童虐待の防止、早期発見のための知識と技術を習得するために毎年研修に職員派

遣受講させています。 
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１０ 地域防災拠点、広域避難場所 

  認定こども園近隣の地域防災拠点、広域避難場所は次のとおりです。 

地域防災拠点 上尾市立平方小学校（上尾市平方１３４６―１） 

広域避難場所 秀明英光高等学校（上尾市上野１０１２） 

１１ 緊急時における対応 

  教育・保育の提供中に、子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたとき

は、お子さまの保護者の方があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡します。また、

園医又は子どもの主治医に相談する等の措置を講じます。 

  保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当認定こ

ども園が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承願いま

す。 

  ＜近隣の緊急連絡先＞ 

警察署 上尾警察署（上尾市本町 5丁目 1番 1号） 

消防署 上尾消防署 （上尾市大字上尾村５３７） 

１２ 非常災害時の対策 

  非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に

周知するとともに、毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施し

ています。 

防火管理者 西田 明子 

消防計画届出年月日 上尾市消防署 2019 年 4月 1日 

避難訓練 
火災および地震、その他（大雨・洪水・不審者）を想定した

避難訓練（月１回）・保護者引渡し訓練（年１回）を実施しま

す。 

防災設備 消火器、誘導灯、火災報知器、防犯カメラ など 
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１３ 業務の質の評価について 

認定こども園の自己評価 
実施方法： 職員による保育内容などの自己評価を年

1回行い、保育内容の向上に努めています。 

職員研修実施状況 園内研修、外部研修（保育士資質向上研修他） 

 

１４ 園医 

内 科 鰺坂 桂先生 

歯 科 秋山 郁雄先生 

薬 剤 師 鰺坂 淑江先生 

 

１４ 苦情相談窓口 

  要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相談・苦情受付担当者 

主任保育士 

電話番号 048-725-2622 

相談・苦情解決責任者 

園長 

電話番号 048-725-2622 

第三者委員 
司法書士法人いしまる事務所  石丸主憲 電話番号 048-762-9893 

社会福祉法人永寿荘評議委員会 濱本幸弘 電話番号 048-700-7081 

受付方法：面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています。     
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１５ 連携施設 

名称 所在地 連携協力の概要 

つつじが丘ナーサリー 上尾市上野 1053-1 
集団保育機会の提供・合同行事の開催 

・代替職員 

おうぎの森保育園 さいたま市西区高木598 
集団保育機会の提供・合同行事の開催 

・代替職員 

おうぎの森第二保育園 さいたま市西区高木602-1 合同行事の開催・代替職員 

 

１６ 補償について 

補償の体制 

（保険の内容等） 

・【こども園】三井住友海上火災保険株式会社（免責特約） 

対人 １億円 1事故 ４億円 対物 1,000万円 

・独立行政法人日本スポーツ振興センター（任意） 

 （管理下における災害共済給付・免責特約） 

 ※日本スポーツ振興センターホームページ参照 

 

１７ 利用者負担額について 

別表に記載 

 

１８ その他 

入園・進級の手引きに記載 
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別表 

 

項目 内容 金額 

入園金 
（年少入園時） 

① 在園児有り ② 2 人同時入園児 2 人目 
③ 年長で 9 月以降の入園の場合 

一般 50,000 円    ※1 
① ② ③=30,000 円 

教育・環境整備充実費 冷暖房費・保健衛生費・環境整備費 5,500 円／年 

スポーツ保険 日本スポーツ振興センター加入 （任意） 200 円程度／年 

総幼研教材等 総幼研冊子配布・教材・教育カレンダー等 年少 1,550 円／年・年中 2,050

円／年・年長 2,550 円／年    

プリントあそび代 総幼研のプリント・ファイル 
三角鉛筆と消しゴム ・送料 

3,210 円程度／年 

食育充実費 食育活動や行事にかかる年間の経費 1,200 円／年 

システム利用料  500 円／月 

給食費 1 号 主食費 1,650 円・副食費 3,850 円 
満 3 朝おやつ代 1,400 円 
 
2 号 主食費 2,500 円・副食費 5,000 円 
1 食＝330 円 

1 号 5,500 円／月 ※2 
満 3 6,900 円／月 ※2 

（4 月と８月を除く） 
2 号 7,500 円／月  ※2 
 

おやつ代 15:00 に係る場合に提供 70 円／食 

園バス代 
（満 3 歳以上利用可） 

 4,000 円／月    ※3 
片道＝2,000／月・同時 2 人

利用＝2 人目半額 
預かり保育料 ①通常預かり 

② 閉園後超過料金 

① 100 円／30 分 
② 50 円／分 

制服代・カバン 冬制服上下・ブラウス・ネクタイ・靴下・帽子

（夏・冬） 夏服（上着のみ） 
※男ズボンより女スカートは 100 円高 
※140サイズより別注となり約 500円アップし

ます 

 
普通サイズで約 25,000 円 
カバン 5,610 円 

体育着 上下・帽子 約 6,200 円 

教材費 乳児組入園児：出席カード、シール、カラー帽

子・氏名印等 
幼児組入園・進級時：出席カード、シール、画

帳、粘土、工作材料・ピアニカ・防災頭巾・氏

名印等 

乳児組入園児 約 2,330 円 
年少組入園時 約 20,000 円 
 

学年ごと、追加・不足分を購入にいただきます。 進級時、学年毎追加または補

充があります（有料） 
  ※ 3 号認定は保育料（給食費・おやつ代込）及び上記の色付き部分がかかります。 

 
※１ 既納の入園金は返金出来かねます。ご了承ください。 
※2 給食費は月額であり、欠席などでの返金・減額は出来ません。 
※3  バス代も月額であり、欠席などでの返金はできませんが、月途中での入退園時、 

通園日数 5 日以内のバス代は全額免除します。 


